
【内 容】
(1)協議会の設置
・県全域で水防意識を再構築するため、県内全ての市町が参画。
・既存の直轄河川協議会や地域の実情も踏まえ、各地域で適切に設置。

(2)協議会の構成員
・地区内の河川管理者、市町及び水防管理団体を基本とし、必要に応じて、
住民の避難先として想定される地区外の市町や他の関係機関を追加。

・全国の取組状況の情報提供等の技術的な助言や、機動的な災害時の
広域的協力等のため必要に応じて国が参画。

(3)協議会での検討内容（例）
１）現状の水害リスク情報や取組状況の共有

過去の水害履歴、河川整備状況、浸水想定区域図、洪水ハザードマップ、

出水時の情報提供、雨量計・水位計・CCTVの設置状況など

２）地域の取組方針の作成

ソフト対策 ：ホットラインの構築、タイムラインの策定、

要配慮者利用施設への説明会開催など

ハード対策 ： 河川改修、堤防天端の保護など

３）フォローアップ

石川県における「水防災意識社会 再構築ビジョン」の取組みについて

○国管理河川
・国では、この答申を踏まえ、新たに「水防災意識社会 再構築ビジョン」
として、全ての直轄河川とその沿川市町村（109水系、730市町村）にお
いて、平成32年度を目途に水防災意識社会を再構築する。

○県管理河川
・平成28年の相次ぐ台風災害を踏まえ、平成28年10月に国より通知が
あり、県管理河川においても、平成33年度を目途に水防災意識社会
を再構築する。

○石川県における協議会設置（５地区）

○奥能登地区大規模氾濫減災協議会
構成員：奥能登土木総合事務所長、

輪島市、珠洲市、能登町、
穴水町 （各市町長）、
国、気象台等

○中能登地区大規模氾濫減災協議会
構成員：中能登土木総合事務所長、

七尾市、羽咋市、宝達志水町、
中能登町、志賀町（各市町長）、
国、気象台等

○県央地区大規模氾濫減災協議会
構成員：県央土木総合事務所長、

石川土木総合事務所長、
金沢市、白山市、野々市市、
かほく市、内灘町、津幡町、
宝達志水町（各市町長）、
国、気象台等

○手取川・梯川等大規模氾濫に関する
減災対策協議会（国・H28～）
構成員 ：石川土木総合事務所長、

南加賀土木総合事務所長、
白山市、能美市、小松市、
川北町、野々市市（各市町長）、
金沢河川国道事務所、気象台

○南加賀地区大規模氾濫減災協議会
構成員： 南加賀土木総合事務所長、

加賀市、小松市（各市長）、
国、気象台等

【今後のスケジュール】
H28                         H29 H30 ～ H33

・ H29出水期（6月頃）までに
県管理河川全体を対象に協議会を
設置し、第１回協議会を開催

・H29年度中に協議会ごとに現段階で取組可能な
内容を「地域の取組方針」として策定・公表

（H29～H33の5箇年計画）

H29.6    H30.3

「地域の取組方針」の策定

第１回協議会開催
毎年度
フォローアップ
追加・修正

【経 緯】
・平成27年９月の関東・東北豪雨災害を受け、国土交通大臣から社会資
本整備審議会会長へ「大規模氾濫に対する減災のための治水対策の
あり方について」が諮問され、平成27年12月に「～社会意識の変革によ

る「水防災意識社会」の再構築に向けて～」が答申された。

「住民目線のソフト対策」

「洪水氾濫を未然に防ぐ対策」

「危機管理型ハード対策」

拡大

・土木事務所への
説明会を開催予定

・土木事務所から市町

への説明会を開催

・減災対策協議会構成員の決定。
・現状の水害リスク情報や取組
状況取りまとめ

H28.12.2   

H28.12   

H29.3  

取組み

適宜協議会開催



県管理河川における取組みの進め方について

事 項 内 容 主体となる機関 実施時期

市町への説明会 県管理河川における「水防災意識社会再構築ビジョン」の取組みについて説明 土木総合事務所 H28.12

市町長への説明 土木総合事務所長から市町長へ協議会設置について説明 土木総合事務所 H28.12

構成員の決定 市町と協議し、構成員を選定（手取川・梯川減災対策協議会については既存） 土木総合事務所 H29.5

協議会の設置 運営内容（規約の制定）（手取川・梯川減災対策協議会については国と協議） 土木総合事務所 H29出水期(6月頃) まで

【協議会の設置】に向けて実施する内容

事 項 内 容 主体となる機関 取りまとめ時期

現状の水害リスク
情報の共有

・協議会設置地区内における二級河川の概要
・過去の水害履歴
・河川改修の履歴と現在事業実施状況
・浸水想定区域
・重要水防箇所

土木総合事務所
河川課

H29.3

現状の減災に係る
取組状況の共有

・洪水時の情報提供の内容とタイミング
・雨量計・水位計・ＣＣＴＶの設置状況
・洪水ハザードマップの作成状況
・住民等への情報伝達の体制や方法（防災行政無線・メール）
・洪水に備えた事前準備（水防訓練、合同点検等）
・住民の防災意識向上に向けた取組み（チラシの配布、出前講座等）

土木総合事務所
市町

H29.3

ホットラインの構築 ・洪水時に土木総合事務所長から沿川市町長に直接連絡する体制の構築 土木総合事務所
市町

H29.5

今後の進め方 ・第２回協議会の実施時期、取組方針作成方法など 土木総合事務所 H29.5

【第１回協議会】開催に向けて取りまとめる内容

事 項 内 容 主体となる機関 取りまとめ時期

取組方針の作成

概ね5年以内で
実施する取組内容

・河川改修事業の状況
・雨量計、水位計、ＣＣＴＶの設置
・タイムラインの策定
・住民等への情報伝達の体制や方法（防災行政無線・メール）［再掲］
・洪水に備えた事前準備（水防訓練、合同点検）［再掲］
・住民の防災意識向上に向けた取組み（チラシの配布、出前講座等）［再掲］

土木総合事務所
河川課
市町

H30.3

【第２回協議会】開催（H29年度中）に向けて取りまとめる内容
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石川県 水防災意識社会再構築ビジョン区域図

洪水予報河川

指定区間（国）

水位周知河川

指定区間（県）

奥能登地区大規模氾濫減災協議会

河原田川、若山川、町野川、

小又川水系等２９水系

中能登地区大規模氾濫減災協議会

御祓川、羽咋川、相見川、

二宮川、米町川水系等２３水系

県央地区大規模氾濫減災協議会

犀川、大野川、大海川３水系

南加賀地区大規模氾濫減災協議会

大聖寺川、田尻川、新堀川３水系

二級河川協議会

【県単独 協議会】

一級河川協議会

【直轄・県 協議会】

凡 例

手取川・梯川等大規模氾濫に

関する減災対策協議会

手取川、梯川２水系

大慶寺川、倉部川２水系
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